
令和元年度 第２回 研究科カリキュラム入試検討部会  議事録 

日 時 令和元年9月9日（月)17：00～18：00 場 所 大会議室 

出席者 

平野学長、小野教授、中尾教授、串間教授、栗原教授、山岸教授、田中教授、久野教授、 

津田准教授、濱嵜准教授、川村准教授（欠席） 

事務局：平田                          

１ 議題 

(1) 今後の検討内容について 

  ・2022年度からのカリキュラムについて 

 田中教授より資料１「他大学院のカリキュラムの抜粋」により、共通科目の中に必修科目がある大学院が

多く、その中で「看護学研究」、「看護理論」、「看護倫理」は必修となっている所が多い。これを参考に共通

科目のどの科目を必修とするかを検討していく必要があると説明があった。 

  ・３Ｐについて（全体） 

    資料２により前期課程の３Ｐについて今後検討していく。（全体の３Ｐに保健師コースを盛り込む） 

     ＤＰの看護実践、看護教育、看護管理等を科学的に分析できる論理能力を修得するため、それらに関す

る科目の追加、またはＤＰの内容について他大学を参考としながら今後検討していく。 

    ＊共通科目や3Pに関しては各部会でも検討する。 

          

(2) その他 

     小野先生より、特別研究 10単位を実践研究8単位としていいのか→今後検討。田中先生より現在の修士

論文の基準も見直しをしないといけない。 

濱嵜先生より、免許取得の場合、その基準を定めた中で論文審査を行うのではないか。論文の主査、副査

についても今後検討していく必要がある。 

学則も変更しなければならなくなるためそれらも含め今後検討していく。 

    

２ 報告 

(1) 保健師教育課程編成作業部会報告について 

   小野教授から資料３により 6月26日（水）から 9月 4日（水）までに開催した保健師教育課程編成作業

部会の内容について報告があった。また、資料１）により大学院における保健師教育課程カリキュラムの案

及び資料２）により必修科目の内容の案について、保健師免許取得に関わる履修科目を「公衆衛生看護学専

門科目Ⅰ」（28単位）とし、公衆衛生看護学の学びを深める科目について「公衆衛生看護学専門科目Ⅱ」（博

士前期課程の 30単位）、共通科目について新たに 5科目を追加する案が示された。「公衆衛生看護学専門科

目Ⅱ」の「実践研究」について８単位とすることについて協議していきたい。 

   平野学長より共通科目については、保健師コース以外の研究科コースの院生も学べるとよいものをあげて

いる。 

濱嵜先生より、助産師、保健師について５単位増という話が出ているが５単位増と決定した場合の懸念が

ある。平野学長より、５単位増となった場合は、専門科目Ⅱの実習科目５単位を指定規則の科目とすること

で検討する。 

田中先生より、養護教諭Ⅱ種の免許を取得できるカリキュラムとするのか。→現時点では想定していない

が、今後可否について検討していく。 

田中先生より、研究コースの取り扱いはどうするのか、例えば専門科目Ⅱの公衆衛生学を受講するのか。

→現在の研究コースについては現在の科目を受講する。研究コースはそのまま残し、保健師教育課程を開設

する。また、専門科目Ⅰの「疫学」「保健統計学」は保健師教育として必要な内容のもので、共通科目の「疫

学・保健統計学」とは内容が異なるものを想定しているため、二重に講義を行ってもらうことを考えている。 

山岸先生より、共通科目が細分化され新科目が５つ保健師コースの必須科目となっているが、保健師教育

に真に必要なものなのか。科目を増やすということは教員も増やすということになるが。→保健師教育にお

いては必要と考える。今後共通科目を専門科目Ⅱに置き換えることも可能。 

 

(2) その他 

                                  

次回予定 令和元年9月30（月）14：30～ 場所 演習室３ 



令和元年度 第３回 研究科カリキュラム入試検討部会  議事録 

日 時 令和元年9月30日（月)14：30～16：15 場 所 演習室３ 

出席者 

平野学長、小野教授、中尾教授、串間教授、栗原教授、山岸教授、田中教授、久野教授（欠席）、 

津田准教授、濱嵜准教授（欠席）、川村准教授（欠席） 

事務局：平田                          

１ 議題 

(1) 今後の検討内容について 

  ・役割分担 

 田中教授より、共通科目、３Ｐの見直しに関して役割を分担して進めてはどうかと意見があった。 

   栗原教授より、まずは３Ｐを決めてからでないとカリキュラムの構成が決められないのではないかと意

見があり、分担せず作業部会からの案を元に協議していくこととなった。 

    なお後期課程の修了要件については、田中教授、久野教授で見直しを行っていくこととする。      

 

(2) その他 

    ・共通科目について、資料３の案のとおりで実際可能なのか、またどの科目を必修とするかを研究科コース

も含め共通科目の先生方で協議していただきたい。→ 検討していく。そのために、提案された内容につ

いて関連する教員で検討する。 

  ・修了要件科目について研究科コースの科目と重複可能か、また履修方法について文科省に確認する必要が

ある。12月頃文科省に相談に行く予定。 

  ・保健師課程の名称についても他大学を参考に検討する。→ 研究科の全体構成に関して、保健師教育課程

をどのような位置づけにするかについて検討する。研究コースについては、大きく変更しないことは研究

科教務入試委員会を経て、研究科会議で了承を得る。  

  ・非常勤講師等の費用がどのくらい必要となるかを試算する必要がある。保健師課程は県職員の講師が多い

ため費用がかからない見込みではあるが今後科目を想定した上で試算していくこととする。 

 

２ 報告 

(1) 保健師教育課程編成作業部会報告について 

   小野教授から資料３より「大学院保健師教育課程修了要件単位５５単位の内容と担当者（案）」が示され

た。保健師教育指定規則上必要な２８単位については、公衆衛生看護学専門科目Ⅰで２５単位、共通科目の

社会保障制度論２単位、保健統計学演習１単位、計２８単位としてはどうか。また、今後保健師教育指定規

則上必要単位数が３１単位に改正される見込みであるため、公衆衛生看護学専門科目Ⅱ（公衆衛生看護学ゼ

ミナールⅠ、Ⅱ）、共通科目（行政・組織論）の３単位を必須科目とし合計３１単位とする案が示された。 

 

田中教授から、他大学（保健師課程有り）の修了要件一覧表により、ほとんどの大学は修士課程３０単位、

保健師課程２８単位、合計５８単位が修了要件となっている。 

串間教授から「保健統計学」は学部の科目とは別なのかと質問があった。→大学院独自の科目となると回

答。 

田中教授から研究科コースの特論、演習２単位についてどの科目になるのかという問いに対し、作業部会

の協議により「公衆衛生看護管理論」「地域ケアシステム論演習」「地域健康危機管理論演習」としてはどう

かと回答があったが、研究科コースの公衆衛生看護学領域の必須科目においては再度、作業部会において協

議していくこととなった。    

  

 

資料４により現時点での「本学が目指す保健師像」について案が示された。本学においては実習を１０単

位とし重きを置いているため、実践的能力の向上につながっていくとしている。 

串間教授より基盤的能力の「基礎力（看護師資格・学部卒相当の学力）」の中の「学部卒相当の学力」は他

の言葉に言い換えた方がいいのではないかと意見があり、「学士相当の能力」に変更してはどうかと意見が

出された。 

 

資料５）修得可能な能力と科目との関連について作業部会からの案が示された。 



「別表１ 保健師教育の基本的考え方、留意点等」により、指定規則の改正案について説明があった。 

 

「修士の学位に関わる論文審査について」により保健師課程のある３公立大学の審査規程、基準について示

された。保健師課程独自の規程や基準がある大学はなく、研究科としての規程や基準によっていた。審査に

おいても本学と同様研究科の中で審査をしている。 

 

 (2) 「大学院保健師コース設置に伴う文部科学省への申請等について」より、申請書類等、提出時期について

説明があった。提出時期については 2021年 5月末までに申請、8月に指定書が交付され、10月に大学院入

試とする予定である。またシラバスの提出も必要となるため科目が決まり次第シラバスを作成していく必要

がある。実習施設の承諾書も必要なため、1年前には準備する必要あり。 

 

（3）その他  

特になし 

 

                                  

次回予定 令和元年10月17日（木）16：30～ 場所 演習室４ 

 

  



令和元年度 第４回 研究科カリキュラム入試検討部会  議事録 

日 時 令和元年10月17日（月)16：30～17：30 場 所 演習室４ 

出席者 

平野学長、小野教授、中尾教授、串間教授、栗原教授、山岸教授、田中教授、久野教授、 

津田准教授、濱嵜准教授、川村准教授 

事務局：平田                          

１ 審議事項 

(1) ３Ｐについて 

  田中教授より、まずＤＰ（修了生にどのような力を修得させるか）を決める必要がある。ＣＰはカリキュラ

ムを協議し、ある程度決定した後に検討することになる。後期課程の３Ｐについても前期課程決定後に検討

する。 

  〈意見〉 

    ・現在のＤＰは抽象的なため具体的に示してはどうか。 

    ・構成について、大学院全体、研究科コース、実践者コースそれぞれのＤＰを作ってはどうか。     

   ・どのような人材を育成したいかを示し、それに向けて具体的にどのような能力を修得させるかを示して

はどうか。 

   ・「看護現象を多角的、または多面的に分析できる～」としてはどうか。 

   ・保健師課程の大学院化に向けて、大学院の教育目的も修正する必要があるのか。現在は実践指導者、教

育者、研究者の育成を目指すとなっている。→実践者の育成も必要となるのではないか。「高度な実践能

力を持つ実践者」「リーダーシップを発揮できる実践者」などの表現にしてはどうか。 

   

※協議中参考大学  

   長崎県立大学、岡山県立大学、石川県立看護大学、岐阜県立看護大学、神戸大学、千葉大学 

 

  次回の部会までに、各々ＤＰ(総論、具体的な内容)を作成し、提出することとした。 

    

(2) その他 

     

 

 

 

２ 報告 

(1) 保健師教育課程編成作業部会報告について 

   小野教授より研究科会議で承認された大学院の構成(保健師コースの位置づけ)について部会に報告した。 

保健師教育課程にかかる科目及び３Ｐについては、大学院全体の３Ｐが決まり次第それを踏まえて協議す

る。 

 

（2）その他  

特になし 

 

                                  

次回予定 令和元年11 月21日（木）16：30～ 場所 演習室４ 

 

  



令和元年度 第５回 研究科カリキュラム入試検討部会  議事録 

日 時 令和元年11月 21日（木)16：30～17：30 場 所 演習室４ 

出席者 

平野学長、小野教授、中尾教授、串間教授、栗原教授、山岸教授、田中教授、久野教授、 

津田准教授、濱嵜准教授、川村准教授（欠席） 

事務局：平田                          

１ 審議事項 

(1) ３Ｐについて 

   田中教授より、各部会員が作成したディプロマポリシーについて別紙「前期課程 ディプロマポリシー

（案）」のとおり示された。その中で、「研究コースでは修士（看護学）、保健師養成コースでは修士（公衆

衛生看護学）を授与する。」とあった。学位の名称については、文科省のホームページに別紙「学位に付記

する専攻分野の名称一覧（修士）」があり、一覧中「保健：その他」（93種類学位名称あり）の中に、「公衆

衛生看護学」もあることが分かった。 

修士（公衆衛生看護学）を授与するとした場合、今後、研究科の構成（研究コース（基礎看護学、応用看

護学）、実践コース（保健師教育課程））の応用看護学の中に「公衆衛生看護学（領域）」を残すこととしたの

で、再度検討する必要が出てくる。また、審査指導教員として別途6人必要となるのではないかという意見

が出された。他大学の状況を調べるとともに学位に付記する専攻分野の名称も含め検討する。 

   

ＤＰについて具体的に示すと保健師課程をスタートさせた時に齟齬が生じることがあるかもしれないた

め、ある程度は抽象的に示した方がいいのではないかと意見があった。 

 

・ディプロマポリシーの記載の仕方 

まず学位授与の条件を研究コースと実践コース（保健師教育課程）の共通する条件を箇条書きで示し、

実践コース（保健師教育課程）のみの条件を別途箇条書きで示すこととする。 

案５を元に、出された意見を参考にしながらディプロマポリシー案を作成し、次回の部会に提示するこ

ととなった。 

   

(2) その他 

    特になし 

 

２ 報告 

(1) 保健師教育課程編成作業部会報告について 

   小野教授より大学院の保健師養成課程開設にかかるカリキュラムについて文科省高等教育局医学教育課

看護教育係に質問し、別紙のとおり回答があったことが報告された。 

   単位の重複読みについては、前例は無いが、修士課程の科目として位置づけることができれば両方で読む

ことができるとのことだった。共通科目の「保健統計学演習」「社会保障制度論」等を指定規則上の科目と

読むと考えているため、認められると考える。 

   

（2）その他  

必修科目については、ディプロマポリシー決定後に検討する。 

 

                                  

次回予定 令和元年12 月12日（木） 9：30～ 場所 演習室４ 

 

  



令和元年度 第６回 研究科カリキュラム入試検討部会  議事録 

日 時 令和元年12月 12日（木)9：30～10：40 場 所 演習室４ 

出席者 

平野学長、小野教授、中尾教授、串間教授、栗原教授、山岸教授、田中教授、久野教授、 

津田准教授、濱嵜准教授（欠席）、川村准教授 

事務局：平田                          

１ 審議事項 

(1) ３Ｐについて 

   研究科のディプロマポリシーについて、田中教授と久野教授が作成した素案とそれを元に各部会員が修正

したものが別紙「前期課程、後期課程ＤＰ（案）」のとおり示された。  

学位の名称について、修士（看護学）のみとするか、実践者コースについては修士（公衆衛生看護学）と

するかについて議論した。「看護学」の捉え方等について助手･助教も含め議論する機会を設けるとよいので

はないかとの意見が出た。学位の名称についてはこの場では決定できないため、再度検討することとした。 

 

「２.看護実践・看護教育等・看護管理等に係る（複雑な）看護現象を・・」において「看護管理等」につ

いては、「看護実践」の中に含まれるため削除する。また、「看護現象」の「看護」についても重複するため

削除する。複雑も表記しない。 

「４．高い倫理観をもって看護実践や研究活動を遂行する能力」の「看護実践」「研究活動」のどちらを前

にするか議論したが、どちらも同等の意味合いのため問わないこととする。 

 

今後、研究科のＤＰに保健師コースのＤＰを追加していくこととする。 

後期課程のＤＰについても、前期課程のＤＰと同様、commonに入れた素案を元に各部会員が加筆修正する

こととする。 

    

(2) その他 

    ＤＰの「５.実践の場で優れたリーダーシップ及び指導力を発揮する能力」について、「リーダ-シップ及び

指導力を発揮する能力」がカリキュラムの中にどう反映していくのか。→２年間の修士の学びの中で身につ

いていくものであるが、この能力が身につくよう共通科目を考えてもよいのではないかという意見が出た。 

 

 

２ 報告 

(1) 保健師教育課程編成作業部会報告について 

   小野教授から、別紙「大学院における保健師コースの位置づけ」が示された。 

    

   

（2）その他  

   特になし 

 

 

                                  

次回予定 令和元年1 月21日（火） 10：40～ 場所 演習室４ 

 

  



令和元年度 第７回 研究科カリキュラム入試検討部会  議事録 

日 時 令和2年1月21日（火)10：40～12：00 場 所 演習室４ 

出席者 

平野学長、小野教授、中尾教授、串間教授、栗原教授、山岸教授、田中教授、久野教授、 

津田准教授、濱嵜准教授、川村准教授 

事務局：平田                          

１ 審議事項 

(1) ディプロマポリシーについて 

  資料１により、研究科前期課程、後期課程のディプロマポリシーが示された。 

保健師コースは、前期課程のディプロマポリシーに加えて、保健師コース（仮称）のディプロマポリシー２

つを追加する形で表記する。 

〇保健師コースのDP案について、 

１）公衆衛生看護固有の専門性を追求する能力  

   ・固有→特有、特徴等文言について再度協議する。 

   ・追求→追究とする。     

２）については、他の DP より具体的に記載されているため、統一感を持たせた方がいいのではないかと

いう意見が出た。再度作業部会において協議する。 

   

  〇前期課程ＤＰ案について 

   ２ 複雑な事象を～  複雑な→削除（事象に複雑性が含まれているため） 

 

  〇後期課程ＤＰ案について 

   ３ 自立した研究者として、フィールドを開発し、実証的に研究を進めていく能力 

    ・自立→自律とする。 

    ・フィールドを開発し→削除（実証的に意味が含まれるため） 

   

(2) カリキュラムポリシーについて 

  研究科新カリキュラムの共通科目案が示された。以下の内容について、次回再度協議する。 

  〇前期課程（案） 

・共通科目の中での必須科目は「看護学研究方法論」「看護倫理」「看護理論（仮称）」 

  ・「栄養科学特論」→「健康科学特論」 

・「健康行動科学特論」→「生活習慣病予防論」 

・「リーダーシップ論（仮称）」の追加→「看護管理学」に含まれるため削除。 

・「ヘルスアセスメント」「臨床推論」のような科目も検討してはどうか。 

・「看護政策論」を追加してはどうか。 

 

〇後期課程（案） 

・修了要件を10単位から12単位としてはどうか。（共通科目から2単位履修を追加） 

・「理論看護学（仮称）」、「科学者倫理（仮称）」、「看護研究方法応用（仮称）」の追加 

 

〇保健師コース・・別紙「大学院保健師課程カリキュラム（案）」が示された。 

   統計学関係の科目について、中尾先生と今後協議し、再度案を提示することとした。 

  

 

(3) その他 

    特になし 

 

２ 報告 

(1) 保健師教育課程編成作業部会報告について 

  小野教授から、別紙「大学院保健師教育課程で目指す保健師像と修得可能な能力（案）」に基づき、それら

の能力を育成するために必要な保健師コース（仮称）のＤＰを２つ追加、また、「大学院保健師課程カリキ

ュラム案」が提示された。 



    

   

（2）その他  

   特になし 

 

 

                                  

次回予定 令和2年2 月17日（月） 17：30～ 場所 演習室４ 

 

  



令和元年度 第８回 研究科カリキュラム入試検討部会  議事録 

日 時 令和2年2月17日（月)17：30～18：30 場 所 演習室４ 

出席者 

平野学長、小野教授、中尾教授、串間教授、栗原教授、山岸教授、田中教授、久野教授、 

津田准教授、濱嵜准教授、川村准教授 

事務局：平田                          

１ 審議事項 

(1) ディプロマポリシー、カリキュラムポリシーについて 

  資料１により、前回決定した研究科前期課程、後期課程のディプロマポリシーに加え、保健師コースの DP

案が示された。DP案2）については、今後も検討する。 

  資料「2022研究科カリキュラム改正までの検討事項（案）」により、協議内容について説明があり、今後

検討していくこととなった。 

    

(2) 共通科目ついて 

  資料２により、研究科の共通科目について案が示された。今後、科目数や必須・選択科目について、教員

確保が可能かどうか等も踏まえ検討していくこととする。 

 

  〇前期課程（案） 

  ・「栄養科学特論」→「健康科学特論」 

・「健康行動科学特論」→「生活習慣病予防論」 

・3科目（「看護学研究方法論」「看護倫理」「看護理論学」の必修化 

 

〇後期課程（案） 

・修了要件を10単位から12単位としてはどうか。（共通科目から2単位履修を追加） 

・「理論看護学（仮称）」、「科学者倫理（仮称）」、「看護研究方法応用（仮称）」の追加 

 

(3) その他 

    特になし 

 

２ 報告 

(1) 保健師教育課程編成作業部会報告について 

  小野教授から、２月２６日に文科省へ相談する際の相談内容について、別紙「宮崎県立看護大学大学院保健

師教育課程開設について」により、 

1. これまでの経緯や課題、保健師教育課程の方向性 

2. 目指す保健師像と習得可能な能力とカリキュラム及びディプロマポリシー 

について説明し、別紙「相談票」の相談事項（３件）について相談することが報告された。 

      

（2）その他  

   特になし 

 

                                  

次回予定 令和2年3 月17日（火） 15：00～ 場所 演習室４ 

 

  



令和元年度 第９回 研究科カリキュラム入試検討部会  議事録 

日 時 令和2年3月17日（火)15：10～15：40 場 所 演習室４ 

出席者 

平野学長、小野教授、中尾教授（欠席）、串間教授、栗原教授、山岸教授、田中教授、久野教授、 

津田准教授、濱嵜准教授、川村准教授 

事務局：平田                          

１ 審議事項 

(1) カリキュラムポリシー、アドミッションポリシーについて 

  ○カリキュラムポリシー 

現在のカリキュラムポリシ―に保健師コースのカリキュラムポリシーを追加する形とし、枠組みは変えな

いが、新カリキュラムの課題研究の追加、共通科目の必修化に伴い、内容について見直すこととする。次回

までに案を提示し、検討していく。 

  ○アドミッションポリシ－ 

   ・保健師課程の大学院への移行に至った理由を入れてはどうか→学生便覧の「１大学院の概要」で説明 

    する。 

    

(2) 入試について 

  今後以下について検討していく。 

・出願資格認定 

・時期 

保健師課程の大学院化にかかる文部科学省への申請は5月、許可通知が8月後半頃の予定。 

大学院入試は現在10月、2月で実施しており、令和3年度はこの時期より早く実施するのは難しいが、 

それ以降は学内推薦などの検討も行い、8月、9月の実施に関しての意見があった。 

  

(3) 令和2年度研究科カリキュラム・入試検討部会メンバーについて 

  ・公衆衛生看護学領域 松本先生がメンバーに入ることが承認された。 

 

 

(4) その他 

    特になし 

 

２ 報告 

(1) 保健師教育課程編成作業部会報告について 

  小野教授より、２月２６日の文科省への相談が中止となったため、教員体制、カリキュラム、単位重複読み

等については文科省への相談後に報告することとする。 

      

（2）その他  

   特になし 

 

                                  

次回予定 令和2年4 月20日（月） 17：30～ 場所 演習室４ 

 

  



令和元年度 第１０回 研究科カリキュラム入試検討部会  議事録 

日 時 令和2年4月20日（月) 17:30～18：20 場 所 演習室４ 

出席者 

平野学長、小野教授、中尾教授、串間教授、栗原教授、山岸教授、田中教授、久野教授、 

津田准教授、濱嵜准教授、川村准教授、松本准教授 

事務局：平田                          

１ 審議事項 

(1) カリキュラムポリシー、アドミッションポリシーについて 

  カリキュラムポリシーについては、文部科学省への質問に対する回答を受領後（4月末頃）、検討する。 

  アドミッションポリシ-については、「２報告」のとおり。 

   

(2) 履修方法について 

博士前期課程 

《現在》主専攻分野（特論4単位、演習4単位）、その他12単位、特別研究10単位、計30単位 

《案》 主専攻領域（特論2単位、演習2単位）を必須。共通科目（3科目6単位）を必須とする。 

その他科目10単位、特別研究10単位、計30単位 

    意見：「主専攻分野から4単位ずつ履修」から「主専攻領域から2単位ずつ履修」とすることで、他の領

域を学ぶ事が少なくなるのでは。→その他12単位の中で他の領域、分野の履修も可能。選択した

領域、分野以外から選択しなければならないという条件を付けている大学があまりなかった。 

       新たな共通科目の追加についても、担当教員の配置等、可能かどうか今後検討していく。 

   

博士後期課程 

《現在》主専攻領域（選択科目2単位）、特別研究8単位、計10単位 

《案》 主専攻領域（選択科目2単位）、共通科目2単位を必修、特別研究8単位、計12単位以上 

        

(3) その他 

    特になし 

 

 

２ 報告 

(1) 保健師教育課程編成作業部会報告について 

  小野教授より、別紙「第11回保健師教育課程作業部会議事録（4月14日（水）実施）」により、以下3点に

ついて報告があった。 

１ 大学院における保健師養成コースの位置づけについて 

作業部会の中で、保健師実践者養成コースは実践的である点で、研究科の研究コースとは違っている

ので、研究コースとは分けて取り扱った方がよいのではないかとの意見が出された。 

研究コースは、「特論、演習、特別研究」となるが、保健師養成コースではこれに基づいたカリキュラム

とすることが困難である。 

しかし、実践コースも大学院のコースであるので、修士修了とするための科目などの検討は必要である。 

引き続き検討する。 

 

 

 

 

２ アドミッションポリシーについて 

博士前期課程のアドミッションポリシ-に加え、保健師養成者コースとして3つのポリシーを追加する。 

意見１：③について、看護に共通の内容をあえて保健師コースに入れるのか。→目指す保健師像と修得

可能な能力の中の基盤的能力の中にコミュニケーション力とあるので、保健師養成者コースの

APとして入れている。 

２：③について入試の面接等の判断基準として良いか。→判断基準となる。 

３：現在の APは、看護実践力能力を問う内容が多い。「４自己の看護実践能力が社会的に育まれて

きたことを自覚し、社会貢献につなげる意志を有する人」とあるが、学部生が入学してくる際



に満たすことが可能か→学部教育（実習等）の中で看護実践能力について自覚できるのではな

いか。また、「社会的に～」という意味が外部に伝わらないのではないかという意見があった。 

  ４：前期課程のAPと表現が異なっているが→学部生から直接大学院に入る学生をイメージして表現

した。→表現をあわせていくことも検討していく。 

 

３ 入試について 

・学内推薦枠を2名設ける案が提案された。推薦基準については別科助産専攻を参考とした。 

・試験日程は大学院入試に合わせて実施する。 

科目数により、現在の入試の日程を変更することもあり得るという意見があった。 

・入試科目等については今後検討する。 

      

（2）その他  

   特になし 

 

                                  

次回予定     文科省への質問に対する回答後調整 場所 未定 

 

  



令和２年度 第１１回 研究科カリキュラム入試検討部会  議事録 

日 時 令和2年6月9日（火) 13:00～14：30 場 所 演習室４ 

出席者 

平野学長、小野教授、中尾教授、串間教授、栗原教授、山岸教授、田中教授、久野教授、 

津田准教授、濱嵜准教授、川村准教授（欠席）、松本准教授（欠席） 

事務局：平田                          

１ 審議事項 

(1) カリキュラムポリシー、アドミッションポリシーについて 

  資料１の「３ 博士前期課程・博士後期課程の３Ｐ」は、現時点までに決定した内容である。 

作業部会より、アドミッションポリシーについて、Ｐ９「4）実践者養成コース保健師養成分野実践公衆衛

生看護学領域のアドミッションポリシー」のとおり前回から修正されたものが示された。 

カリキュラムポリシーについては、授業科目等が決まり次第、検討する。 

   

(2) 説明会について（令和２年６月１５日（月）１７時～ 臨床看護実習室２） 

資料１により概要及びスケジュール等について現状を示して、変更部分について説明する。 

内容）開設の理由、３Ｐ、前期課程の構成、募集定員等 

        

(3) その他 

    特になし 

 

２ 報告 

(1) 保健師教育課程編成作業部会報告について 

  小野教授より、文科省から相談した内容の回答をうけ、作業部会において協議した内容についての報告があ

った。 

１ 保健師養成人数が減少することにより地域の保健師供給に与える影響がないことを根拠とともに記載

した。また、保健師が不足しないことについて県も了承していることを記載した。 

  資料１）Ｐ５、６ ２大学院博士前期課程における保健師教育課程開設の理由 

           ３大学院化することにより地域の保健師供給に与える影響について 

２ 保健師を養成するための能力だけではなく、修士課程として必要な能力について、より明確に示した。 

資料１）Ｐ７ ４ 1）宮崎県立大学博士前期課程における保健師養成と目指す人材像 

 

   ３ 保健師養成コースと大学院共通科目の重複読みについては、修士課程で30単位、指定規則で31単位を

満たす必要があること、かつ、共通科目から選択できる科目が１単位となるため重複読みはしないことと

した。 

     資料１）Ｐ７、８  

４ 2）実践者養成コース保健師養成分野実践公衆衛生看護学領域のカリキュラム 

     別添「大学院における実践者養成コースの位置づけと単位【61単位】」 

 

     意見）①社会全体の問題が複雑化しており、それらの問題を解決するためリーダーシップを発揮できる

人材が求められている。リーダーシップを発揮できるのは学士レベルではなく修士レベルとな

る事を記載してはどうか。 

        ②Ｐ７「４宮崎県立大学博士前期課程における保健師養成と目指す人物像」について、説明の順

番を1）ディプロマポリシーの後に、3）実践者養成コース保健師養成分野実践公衆衛生看護学

領域で目指す人材像を示し、2）カリキュラムとした方が分かりやすいのでは。 

      ③保健師養成コースの共通科目（７単位選択）とあるが、研究コースの科目からも選択できるよう 

にしたらどうか（文科省から、指定規則以外の30単位は修士課程としての30単位を満たす必要が

あるという指摘と教員の部分で３名以上がいれば問題ないがが、専任教員の資格は大学と大学

院では違うという指摘があったことから）。→対象を限定した科目より共通科目の方が保健師養

成コースとしては望ましいと思う（修士（公衆衛生看護学）とするには、研究コースの科目を取

らない形の方がよいと考える。学位の名称に関しては、説明会で意見を聞いた上で、今後検討す

る）。 

      ④別添「大学院における実践者養成コースの位置づけと単位」について、「研究コース」、「共通科目」、



「実践者養成コース」の順に記載した方が必要な単位数等分かりやすくなるのではないか。→「公

衆衛生看護学専門科目Ⅰ」の（共通科目）の記載について、分かりやすくするため、科目名や記載

方法について再度検討する。 

      ⑤研究コースの共通科目についても科目を追加した理由が必要ではないか。 

 

（2）その他  

   今後のスケジュールについて、別添「大学院保健師課程移行スケジュール」に示した。 

   文科省に変更承認申請をするために、各提出書類について年内に確定する必要があることを説明した。 

   ＊変更申請の際に、大学院の科目、すべてにおいてシラバスが必要ではないかという意見が出たため、

確認することとした。 

                                  

次回予定         未定 場所 未定 

 

  



令和 2年度 第 12回 研究科カリキュラム入試検討部会  議事録 

日 時 令和2年7月21日（火) 16:15～17：45 場 所 演習室４ 

出席者 

平野学長、小野教授、中尾教授、串間教授、栗原教授、山岸教授、田中教授、久野教授、 

津田准教授、濱嵜准教授、川村准教授（欠席）、松本准教授 

事務局：平田                          

１ 審議事項 

(1) 学位記名称について 

  「新カリキュラムについての説明会6/15」の意見交換の際に、実践者養成コースの学位について「公衆衛生

看護学修士」としてはどうかとの意見があったことに対し、協議する時間がなかったため、教員に対しアン

ケートを実施した。アンケート結果は別紙のとおり。 

・アンケート結果の回答の理由欄４.1）⑥については、「長崎県立大学大学院において、募集を停止した状

態で、同様の称号を授与するかは不明」と書かれているが、その件に関しては別紙「長崎大学ホームページ」

により、研究科の名称等が変わったが、募集も停止していない、また、学位名称もそのままであることの説

明があった。 

 

  〈意見〉 

  ●「公衆衛生看護学」の学位名称とするなら、他の領域についても「成人看護学」、「老年看護学」など別の

学位を付けるべきではないか。なぜ「公衆衛生看護学」のみ特化するのか。 

  ●学位名称を分けるなら、大学院の全体構成についても考えていく必要がある。 

  ○看護学の場合は、個に帰還するような教育となるが、公衆衛生看護学の場合は、地域をどう変えるかとい

う観点で組み立てられている。対象へのアプローチも特殊であり、より専門的な実践的能力が求められてい

るため看護学とは異なっている。 

  ●特殊性についてはそれぞれの領域にもある。看護学においては、それぞれの領域が１つになってこそ看護

学の強みが伝わるのではないか。 

  ●研究コースの「公衆衛生看護学領域」、「地域・精神看護学領域」はどこに位置づくのか。 

●研究コースの「公衆衛生看護学領域」と優劣がつく感じがする。  

●研究コースと実践者養成コースとで不公平感を感じる。 

  ●「修士（公衆衛生看護学）」とした場合、カリキュラムについても、研究コースと分けて考えないといけ

ないのではないか。また、公衆衛生看護固有の専門性を追究する研究能力を育成するということなので、広

がりと深まりを図式化した場合、分けて記載すべきではないか。 

  ●後期課程へのつながりはどう考えていくのか。後期課程のカリキュラムについても考える必要がある。 

  ●第5回研究科カリキュラム・入試検討部会の資料「学位に付記する専攻分野の名称について」において、

学位の名称が多様化してきており、専攻分野の名称については国際的通用性に配慮して適切に定めることと

示されている。ICNでの看護の定義の中に、本日示された資料の「公衆衛生看護学の目的」に示した内容が

含まれている。敢えて、別にする必要があるのか。 

  ○臨床と保健師の活動の仕方は全く違うと感じている。 

  ○大学の教育では保健師として専門性が育たず、１年以上学ばないと専門性がつかないと整理されている。 

  ●「修士（公衆衛生看護学）」とするならば、ＡＰ・ＤＰも見直す必要があるのではないか。 

  ○授与される側にとっては、自分の能力についてより分かりやすいため、「修士（公衆衛生看護学）」でよい

のではないか。与える方のみで決めていいのか。 

  ○実践者養成コースと研究コースに分けているため名称も変えていいのではないか。 

  ○「看護学」の概念の中に１領域の「公衆衛生看護学」があるという考えがあるため「修士（看護学）」が

よいと思う。実践者養成コースの者に対しての学位を公衆衛生看護学と考えているが、研究コースの公衆衛

生看護学に来る人の方が、公衆衛生看護学という学位をほしいと思うのではないか。 

  ○実践力のある保健師を養成するためには 看護の枠以上に広がりを追究する必要がある。 

 

●実践者養成コースのカリキュラム科目の担当教員、実習スケジュール、修論発表会等、年間スケジュール 

について示してほしい。 

   



  以上の疑義(●)に対して、作業部会において検討し、次回再度審議することとなった。 

    

 

(2) その他 

    特になし 

 

 

２ 報告 

(1) 保健師教育課程編成作業部会報告について 

  別紙「保健師教育課程の大学院における学位の名称について」のとおり 

 

 

（2）その他  
   特になし  
 
 
                                     

次回予定  令和2年8月17日（月）16:15～ 場所 演習室３ 

 

  



令和 2年度 第 13回 研究科カリキュラム入試検討部会  議事録 

日 時 令和2年8月17日（月) 16:15～17：45 場 所 大会議室 

出席者 

平野学長、小野教授、中尾教授、串間教授、栗原教授、山岸教授、田中教授、久野教授、 

津田准教授、濱嵜准教授、川村准教授、松本准教授 

事務局：平田                          

１ 審議事項 

(1) 学位記名称について 

  第 12回研究科カリキュラム入試検討部会で疑義が生じた内容について、保健師教育課程編成作業部会で協

議した内容を松本准教授から以下のとおり説明があった。 

・資料１により、学部から前期課程、後期課程までのつながりについて示した。 

  ・資料２により、実践者養成コースと研究コースを分けて考えるとした場合のカリキュラムについて示し

た。また、前回まで、共通科目に入れていた「健康運動学特論」、「生活習慣病予防論」、「社会調査法演習」

の科目を保健師養成分野の専門科目Ⅱに移した理由について、高度実践者を育成する為には、保健師養成分

野の専門科目Ⅱに入れたカリキュラムに位置づけた方がよいと考えたことによる。 

・資料３により、公衆衛生看護学の５つの体系が授業科目のどこに位置付くのかを示した。 

・前回の検討部会で、学位記名称を修士（看護学）、修士（公衆衛生看護学）に分ける場合、AP、DPを別々

に表記した方がいいとの意見があったことから資料４に実践者養成コースのAP、DPを示した。 

 

〈意見〉 

・後期課程の公衆衛生看護学領域では、「博士（看護学）」で、実践者養成コースの修士のみ「修士（公衆衛

生看護学）」とするのか。学位記名称を「修士（公衆衛生看護学）」とするのは、看護学の中の公衆衛生看護

学に焦点を当てた考え方となるのか。 

・研究コース、実践者養成コースの「公衆衛生看護学」との区別が分かりにくい。また、地域・精神看護学

と公衆衛生看護学の違い等についてどう整理されたか伺いたい。 

・学部において、「公衆衛生看護学」「在宅看護学」「精神看護学」とするのであれば、そのまま修士につなげ

ていってはどうか。 

・現在、修士は「地域・精神看護学」「成人・老年看護学」の領域名となっているため、「公衆衛生看護学」

「在宅看護学」と分けるのは、他とのバランスがとれないのではないか。領域毎で分けずに、ある関連領域

は一緒にして、科目はそれぞれで担当することで整理できないのか。 

・領域を細分化していくと研究指導教員の配置にも問題が出てくるのではないか。 

・研究コースの公衆衛生看護学領域は修士（看護学）で、実践者養成コースの公衆衛生看護学領域は修士（公

衆衛生看護学）と同じ領域名で、学位記名称が違うのは問題ないのか。 

・何かに価値をおいて学位記名称を特化する必要があるのか。 

→保健師の活動方法論の看護学の中の違いを表したい。看護は一つではないという考えもあるため学位記名

称を分けたいと考えている保健師もいる。 

・保健師課程は研究科の中に入る為、研究科全体として考えるべき。 

・学部の保健師課程を大学院に移行するための変更承認申請の書類について、研究コースと実践者養成コー

スと分ける構成を考えているが、この場合の申請書類について確認の相談を前もってすることとする。 

・地域・精神看護学と公衆衛生看護学を一本化し、実践者養成コースと分けて考えればわかりやすいのでは

ないか。 

→地域と公衆衛生看護学は内容の質が異なるため一本化できない。 

 

・３つの共通科目「健康運動学特論」「生活習慣病予防論」「社会調査法演習」を専門科目Ⅱに移したのはなぜ

か。 

→実践者養成コースでは実践力を高める為、高度実践者を育てる為の科目があることを示す為。 

・共通科目を研究コースにおいた場合は、講義を昼夜2回実施する必要がある。また、科目名称も変える必要

があるのではないか。 

・共通科目については夕方授業を実施し、1回実施としないと大変ではないか。運用上無理がないか。 

2学年あることになるが、教員の確保、実際実施可能か。 

・実践者養成コースの実習等2年間のスケジュールを提示してほしい。その際に、課題研究のスケジュールも



加味したものを作成していただきたい。 

→作業部会において作成している。 

 

 (2)その他 

今後保健師課程の大学院への移行に伴い、大学院学則、履修規程、学位規程について変更していくことと

なる。大学院学則について、別紙「各大学院学則比較」に変更箇所について表記している。今後検討してい

くことになるが、他にも変更する必要となるものがあれば連絡をお願いしたい。 

 

 

２ 報告 

(1) 保健師教育課程編成作業部会報告について 

  別紙１から別紙４のとおり 

 

 

（2）その他  
   特になし  
 
○次回の予定は、文科省に相談し、その回答後に日程調整をする（9月中） 

                                     

次回予定  令和 年 月 日（ ） 場所  

 

  



令和 2年度 第 14回 研究科カリキュラム入試検討部会  議事録 

日 時 令和2年11月17日（火) 9:00～10：30 場 所 大会議室 

出席者 

平野学長、小野教授、中尾教授、串間教授、栗原教授、山岸教授、田中教授、久野教授(欠席)、 

津田准教授(欠席)、濱嵜准教授、川村准教授(欠席)、松本准教授 

事務局：平田                          

１ 審議事項 

(1) ３ポリシーについて 

  ３つのポリシーの記載方法は、研究科全体・研究コース・実践者養成コースとする。 

ＡＰについて、「入学者選抜の基本方針」を追加することとしたため、実践者養成コースの入試方法等が決

まり次第、再度見直す。 

資料１の３P 案について、文言・内容について common にファイルを置き、それぞれ再度確認することとし

た。 

 

 (2) 大学院学則について 

  資料２について、現在考えられる大学院学則の修正案が提示された。 

  内容については、今後検討する。 

 

 (3) その他 

  共通科目の「疫学・保健統計学演習」について、授業の内容から現在の「疫学・保健統計学特論」とした方

がよいのではないか。「看護政策論特論」、「社会保障制度論特論」の名称もこのままでよいか。→共通科目

「疫学・保健統計学特論」に関しては、これまでどおりの科目名「疫学・保健統計学特論」となった。 

 

２ 報告 

(1) 「授業科目の概要」（変更承認申請書類）について 

  資料３「授業科目の概要」について、各科目の責任教員が提示された。 

   前期課程の看護理論と後期課程の理論看護学については津田准教授、看護倫理は島内教授、毛利講師、前期課程

の看護学研究方法論、後期課程の看護研究方法応用は久野教授、田中教授、後期課程の科学者倫理は田中教授で検

討していくこととなった。 
   

(2) 文科省への相談(R2.9.30)報告 

  資料４のとおり相談内容及び回答について報告があった。 

 

（3）その他  
  ・今後の検討事項について 

   ○入学者選抜の方法 

○実習の概要及び計画（学部と重複しない計画表等） 

○実践者養成コースの講義室等 

   ○入学料について                                      

次回予定  令和２年１２月 日（ ） 場所  

  



令和 2年度 第 3回 研究科教務・入試委員会  議事録 

日 時 令和2年6月22日（月)13：10～13：50 場 所 演習室４ 

出席者 

田中委員長、久野副委員長(欠席)、平野委員(欠席)、栗原委員、小野委員、山岸委員、長鶴委員 

島内委員、重久委員 

事務局：川野委員、平田                           

１ 議題 

なし 

 

 

２ 報告 

(1) 大学院生からの相談について 

  資料1により、院生からうけた相談内容に対する回答について以下について確認した。 

① 長期履修を申請している院生が半年休学した場合、4年目の9月に修了が可能か。 

→大学院学則27条により「次の学年の前期の終わりに修了の認定をうけることができる。」とあるため、前

期の終わりに修了することが可能であるが、学位論文提出等要領のとおり、学位論文審査申請書は、3年目

の1月15日までに提出することが必要である。 

② 中間報告書提出の際に必要な原著論文等について学会等の指定はあるか。 

→学会に指定はなく紀要も可。論文について掲載に間に合わない場合は、掲載証明書でも可であり、その際

に掲載予定の原稿のコピーと提出してもらうこととする。 

 

(2) オープンキャンパスについて 

資料2により、昨年度と同様、アンケートを実施することとした。 

現時点でオープンキャンパス参加申込者2名。（申込期限7月9日（木）） 

 

(3) 科目等履修生募集要項について 

  資料3により、本学ホームページに科目等履修生募集要項を掲載していることを報告した。 

  開講科目は「健康運動学特論」、「環境科学・生命科学」の2科目。 

 

 (4) 大学院2022年度新カリキュラムについての説明会 

   学位の名称についてのアンケートについて、22日朝時点での結果が報告された(アンケート提出期限6/22)。 

    結果をもとに、研究科カリキュラム入試検討部会において検討し、決定することとする。 

   なお、学位を看護学、公衆衛生看護学とするとした場合、大学院の構造も見直しが必要となるのではないか

との意見があった。 

     

（5）その他 

   次回予定していた 7月の研究科教務・入試委員会の日程について、「令和 2年度宮崎県地方独立行政法人評

価委員会」があるため、8月31日13：10～とすることとした。審議すべき内容がある場合は臨時開催する。 

 

 

 

   

次回予定 令和2年8月31日（月） 13:10～ 場所 演習室４ 

  

令和 2年度 第 9回 研究科教務・入試委員会  議事録 

日 時 令和2年11月30日（月) 13：10～14：30 場 所 演習室３ 

出席者 

田中委員長、久野副委員長、平野委員、栗原委員、小野委員、山岸委員、長鶴委員、 

島内委員、重久委員（欠席） 

事務局：川野委員、平田                                                   



１ 議題 

(1) 令和2年度業務実績及び令和3年度計画について 

当日配付の資料により、現時点の案が出された。1月15日が提出期限のため、各委員に対し、次回の委員会

までに追加や修正等、commonファイルへの入力を依頼した。 

 

(2) 令和3年度非常勤講師について 

資料１の「令和2年度大学院非常勤講師対応科目一覧」のとおり承認された。 

   

(3）その他 

 ・遠隔講義の導入 

  田中委員長から、本学において遠隔講義を実施できる体制が整ったため、コロナ感染対策にかかわらず、遠

方の院生や社会人の就学者も講義が受講できやすくなるよう、通常の講義においても、遠隔講義を実施しては

どうかと提案があった。今後詳細について検討する。 

 

 ・院生の研究費について 

   研究費の予備費について、院生の研究費として指導教員に追加配分してはどうかとの意見が出された。 

   また昨年度に院生の研究費の支援について協議したが、現時点では院生の研究費として予算立てはできない

という報告を受けた。しかし、他大学が支援している現状を考えると、学生確保のためにも必要な事項であ

り、再度検討することとなった。 

    

２ 報告 

(1) 第14回研究科カリキュラム入試検討部会報告について 

資料２により、第14回カリキュラム入試検討部会の内容について報告があった。 

  ・ＡＰについては、研究科全体、研究コース、実践者養成コースをそれぞれ記載することとした。 

  ・ＣＰについては、共通科目について、前期課程のＣＰとして記載し、研究コース、実践者養成コースのそれ

ぞれのＣＰを記載する。 

  ・「大学院学則」の変更箇所について検討している箇所を説明した。  

・文科省への申請書類である、「授業科目の概要」については、各科目の担当教員へ講義の内容欄について記

載することを依頼することとした。 

   ・来年度入試については、5月申請書類提出後、学生募集要項において「実践者養成コースについては申請中

等」と明記し、今年度同様10月に実施する予定。 

  ・学位の名称に関して、部会では統一した意見が出ていないことが報告され、部会に参加していない委員に意

見を問うたが、意見が出なかったため、次回、研究科長が案を提示することなった。 

  

(2) 大学院生の状況について 

・別紙「大学院の教育研究活動アンケート」の結果について報告があった。 

・大学院生の担当教員より、現在の状況について報告があった。 

  （今年度修了予定者の前期課程2名は論文作成中、後期課程1名は本審査に向けて準備中）  

 

(3) その他 

・令和3年度シラバスについて 

ActiveAcademyへの入力について、事務局から12月初旬に連絡する。非常勤講師のシラバスも事務局か

ら依頼をする。 

 

・前期課程１年次生の計画発表会について、12月 23日（水）、24日（木）18時～19時 30分 演習室３で

実施する。  

 

 

 

次回予定 令和2年12月22日（月）16:30～ 場所 演習室３ 

 



令和 2年度 第 10回 研究科教務・入試委員会  議事録 

日 時 令和2年12月22日（月) 16：30～18：30 場 所 演習室３ 

出席者 

田中委員長、久野副委員長、平野委員、栗原委員、小野委員、山岸委員、長鶴委員、 

島内委員、重久委員 

事務局：川野委員(欠席)、平田                                                   

１ 議題 

(4) 令和2年度業務実績及び令和3年度計画について 

資料１により、令和2年度実績報告書及び令和3年度計画案が示された。 

実績報告の「教育の実施体制」⑥－２、３については、予定を記載している。 

  計画については、「学生支援」の中に院生の研究費支援を行うことを記載した。 

  提出締切りが1月15日のため、追加、修正等あれば連絡してほしい。   

 

(5) 令和3年度入試実施・監督要領（二次募集）（案）について 

資料２のとおり案が示され、承認された。 

コロナウイルス感染症の理由により、受験できない場合は、令和３年３月６日（土）に追試を実施する。 

   別室受験の監督者についてはカッコ（ ）で記載している。  

 

(3）令和3年度学年暦（案）について 

資料３のとおり案が示され、承認された。 

・中間報告書提出締切日について、今年度から提出期限を２回設け、2年次のみの対象ではなくなったた

め学年を削除した。 

・博士論文予備審査について、提出締め切り後、約1週間の間に実施と記載していたが、現状にそぐわな

いため削除した。 

 

（4）令和4年度入学者選抜試験の日程について 

資料４のとおり令和3年度入試日程について、承認された。 

一次募集：令和3年10月16日（土） 

二次募集：令和4年2月13日（日） 

  

(5) 長期履修学生について 

資料５のとおり、令和3年度前期課程入学手続完了者2名から「長期履修学生承認申請書」が提出された。 

   次回の研究科会議に諮ることとする。 

 

(6) 院生の研究費について 

  資料６のとおり昨年度提案のあった院生の研究費について、研究推進委員会の中で、教員の研究費から捻出

する案が出された。今年度はコロナの影響により研究費の余裕があったが、継続して予算が確保できるかは不

透明であることから、石川県立看護大のような若手研究者の助成費に大学院生も対象としてはどうかと意見が

あり、その方向で研究推進委員会にて検討していくこととなった。 

 

(7) 令和3年度研究指導教員・研究指導補助教員について 

  資料７のとおり承認された。学生便覧に記載する。 

 

 

 

(8) 修了予定者の主査、副査について 

  1月の論文提出予定者は資料８のとおり。 

  1月18日が論文提出締切りとなるため、主査の先生方が副査の先生に内諾をとり、1月18日（月）の研 

究科会議で諮ることになった。 

 

(9) 大学院実践者養成コースについて 

①３ポリシー（資料９①） 



 研究科会議で意見のあったＡＰについて、検討部会で検討したものを記載している。 

 実践者養成コースＡＰ：人びと→人々に修正する。 

 以上、承認された。 

 

②カリキュラム（資料９②） 

 前回から修正した科目名を朱書きで表記している。 

 カリキュラム及び新たな非常勤講師3名について、承認された。 

 

③入試の概要（資料９③） 

  作業部会において、保健師免許所有者にも、より実践力を高めるため本コースへの入学は可能としたいと

考えていると案が出された。 

検討部会では、実践者養成コースが開設後に検討していったらどうかと意見があったが、意見の総意は 

得られなかったため、研究科教務・入試委員会で審議することになった。 

 作業部会から、履修科目等について作成したものが当日配付された。 

 （共通科目：17単位、専門科目Ⅱ：13単位、専門科目Ⅰ：5単位 合計：35単位を修了要件とする案） 

 〈意見〉 

  ・実際に保健師の免許を持っている人のニーズがあるのか。研究コースの中で、実践者養成コースの科

目を選択できるようにし、修士要件の30単位とした方がよいと思う。 

   →履修例（推奨）としては35単位としているが、学生が履修しないと選択したなら30単位でもよい

と思っている。 

  ・免許を持っているひとも実習をするのか。 

   →専門科目Ⅱの発展実習を履修することになる。 

  ・免許を持っている人と持っていない人が、同じ科目を履修し、修了することに違和感がある。 

   →全く同じではない。 

  ・研究コースの人が専門科目Ⅱを選択し、実践力を高めるということとしてはだめなのか。 

   →保健師活動の実践力向上を目指していない人が専門科目Ⅱを選択すると、ディスカッションしても

説明に追われ、教育効果が高まらない可能性がある。 

→入学者に説明すれば履修しないのではないか。  

      

     ○作業部会において、履修方法、指定規則の対比表、入学者選抜の概要についても詳細な資料を作成後、

検討部会に提出し、再度検討することになった。 

 

④実習概要（資料９④） 

 ・検討部会において、実習日数のうち5分の4以上が臨床での実習が必要となることが確認された。 

 ・細かい修正、不足している部分もあるので、作業部会で完成版を作成することとなった。 

  

⑤履修規則（資料９④） 

 ・別表の改正 

 〈訂正箇所〉 

  母子看護学・助産学特論、演習→母性看護学・助産学特論、演習 

  成人・老年看護学領域一段上げる 

看護研究方法応用→看護学研究方法応用 

   

その他、誤り等があれば連絡をお願いしたい。 

 

 

⑥大学院学則 

 改正箇所を朱書きで表記している。 

 ○第 3 条専攻、入学定員及び収容定員について、「コースを置く」などの文言が必要ではないかと意見が

あったため、確認し、研究科会議に諮ることとした。 

    

⑦学位記名称 

研究科長から、資料９⑦のとおり学位記名称について、大学院開設の経緯、状況変化、大学院の将来像を



踏まえ、修士（看護学）で申請したいという案の説明があった。 

〈意見〉 

 異議無し8名 

 ・看護学という学問体系の中に位置づけられているため 

  →公衆衛生看護学は看護学領域とかなりかけ離れてきているという現状がある。社会科学的なものを特

化して出さないと整理できない内容が増えてきている。連携・共同が行えていない状況が看護職にあ

ると考えている。社会における看護を位置づけて発展させることが重要であると考えるが、特にその

点で、看護が停滞していると感じており、保健師の活動においては不自由さを感じている。当事者と

して修士（公衆衛生看護学）を希望する。公衆衛生看護学が看護の体系から出るものではない。当事

者として希望していることを、看護の考え方の違いで押し切られることは納得できない。 

  →看護学研究科としてのコースなので、職歴等は関係ないのでは・・。また、現状の看護学に社会科学

的視点が不足しているというのであれば、その部分を共通科目などに加えて豊かなものとしていけば

よいのでは？ 

    →看護学の体系には収まらないと考えているため、修士（公衆衛生看護学）の学位としたい。 

  →看護学の中の一領域として公衆衛生看護学がある。 

   看護学はいくらでも広がりを持たせることができる。本学の今までの看護の考え方から見ても公衆衛

生看護学だけを特化させるのはそぐわないと思う。 

 ・学長一任とさせてほしい。 

→意見を踏まえ、研究科会議に本案を提出し、審議することとした。  

 

(10) その他 

  ○論文博士の学位に関する申し合わせについて 

   ・資料１０の論文博士の学位に関する取扱いについて（申し合わせ）の「３申請資格審査を受けようとする

者は、～所定の期日までに提出～」とある。 

    以下の①について、②の期日に間に合うように申請書を提出する必要があることを確認した。この期日も

わかるように明文化しておくことになった。 

 

   ～現在の審査流れ～ 

①             博士論文申請資格審査申請書提出（申請者（大学院教授推薦）→研究科長） 

    ②11月第2金曜日     ①について研究科会議にて審議  

    （毎月第2月曜日） 

③②～④の間       申請資格審査結果通知書を交付（研究科長→申請者） 

    ④12月第4金曜日まで   学位論文審査申請書提出(申請者→研究科長) 

    ⑤1月第2月曜日      研究科会議にて学位審査委員会へ審査を委任 

    ⑥論文を受理後2ヶ月以内 学位審査委員会で審査 

    ⑦2月第2月曜日      審査委員会は研究科会議にて報告。 

研究科会議にて、学位授与可否の審議、決定 

研究科長→学長に報告 

    今後、内容を見直し、現状に合わせていく必要がある。 

 

   ○教員の指導力向上について 

   ・研究指導補助教員について、論文の査読をするということで指導力向上につながるのではないかという意

見があった。→現在も可能な限り研究指導補助教員に査読をするようすすめている。 

   ・査読とはどういうものか、査読をする力をつけていく必要がある。 

    →研究推進委員会で計画していたがコロナの影響でできなかったため、来年度も計画して行く予定。 

２ 報告 

(3) 大学院（前期授業）授業評価について 

大学院前期の授業評価にについて、資料１１のとおり。 

  授業評価の活用の方法も含め、内容について今後検討する。 

 

(4) その他 

特になし  



 

次回予定 令和3年1月25日（月）13:10～ 場所 演習室３ 

 

令和２年度 第１２回 研究科教務・入試委員会  議事録 

日 時 令和３年２月１５日（月) 17：15～18：00 場 所 大会議室 

出席者 

田中委員長、久野副委員長、平野委員、栗原委員、小野委員、山岸委員、長鶴委員、 

島内委員、重久委員 

事務局：川野委員、平田                                                   

１ 議題 

(1) 令和3年度大学院博士前期課程入学者選抜試験（二次募集）合否判定について 

   資料１（合否判定基準及び成績表：議事後回収）により試験結果等の説明があり、慎重に審議 

した結果、受験者１名について合格とする委員会案を研究科会議に諮ることとした。 

  

(2) 学位論文修了判定について 

   資料２（学位論文審査及び最終試験の結果報告書）により、博士前期課程２名（合格）、博士後 

期課程１名（不合格）ということについて、研究科会議に諮ることとした。 

 

(3) 科目等履修生入学許可申請について 

   資料３により、令和３年度科目等履修生の申請（１名）があり、入学を許可することで、研究

科会議に諮ることとした。 

※履修科目（博士後期課程 応用看護学分野 公衆衛生看護学特講（平野教授）） 

 

(4) 保健師課程の大学院実践者養成コースへの移行について 

（学則（課程）の変更にかかる文科省への変更承認申請書類） 

文科省への申請書類については、資料４のとおり。 

〇学長から、実践者養成コースの APについて、前回指摘があった内容について見直し、修正した 

内容について説明があり、承認された。「変更する理由等P8」の図２については修正中とのこと。 

〇また、保健師免許既取得者の実践者養成コースへの入学については取り消すこととした。その

ため、カリキュラムの履修方法について、既取得者の内容を削除し、「入学者選抜の概要（実践

者養成コース）」についても、「特別選抜」を削除し、「一般選抜」のみとしたことが報告された。 

〇研究科長より、3つのポリシーについて、学部と同様「です。ます。」→「である。いる。」の表 

現に統一した。 

〇実践者養成コースの専用講義室については、申請時点では、現在の「認定看護師教育課程研修 

室」とする。長鶴先生より、令和 4年度以降は学生の人数等で研修室を使用するかもしれない

と意見があった。 学長より令和３年度に将来構想委員会等で、大学全体の講義室の配置につい

て検討していくと報告があった。 

〇研究科長より、学位記名称については研究科会議にて、学長より報告があることの説明があっ 

た。 

  

(5) その他 

・大学院のカリキュラムについて 



学部において令和３年度については「病態学」の講義を宮崎大学の教授が担当する。 

  学長より、人事委員会で医師の採用について検討している。その中で、専門基礎から「病態学」 

について教員の確保の要望や、特別講師で対応している「疾病論・治療論」の今後について 

も議題があがっている。 

3～4科目担当、週 2日程度本学に籍を置くという「クロスアポイントメント制度」での採用 

ができないか検討中である。宮崎大学学長より条件が整えば、了承するとの意志を得ている。 

学部は2.5科目の予定であるため、大学院でも新たに「フィジカルアセスメント」や「臨床 

推論」等医師に担当してもらう科目を設定してはどうか。開学当時は医師が3人だったが現在は 

いないため、医師の必要性についてはどうなのか等、R4 年度に向け、R3 年度（募集要項作成前

ま でに）に検討していくこととする。 

   

 

２ 報告 

(1) 大学院生への教育研究活動に関する調査について 

    資料５により、大学院生に対してアンケートを実施することが報告された。  

 

(2) 物品の購入について 

    今年度中に院生が必要とする経費について、調査結果については資料６のとおり。 

    総務経理担当と協議した結果、消耗品に関しては、指導教員の講義費として購入が可能。 

購入した物品については、指導教員が管理する。 

通信費については、今年度は支出不可と報告があった。 

 

(3) その他 

    なし 

 

 

次回予定 令和３年２月２４日（水）１７時～ 場所 大会議室 

 

  



令和２年度 第９回 研究科会議議事録 

 

・日  時：令和2年12月14日 午後3時30分から午後3時40分 

・場  所：本館２階大会議室 

・出席者：平野学長、栗原学部長、田中研究科長、小野学生部長、山岸附属図書館長、        長鶴看護・研修

センター長、久野専攻主任、徳永事務局長、久野総務課長 

串間、川北、大館、島内、菅野、中尾、重久、佐藤、中村、川原、松本、 

津田、川村、矢野、濱嵜  [事務局：川野、平田]  計26名 

          

１ 議題 

  なし 

 

２ 報告 

(1) 令和3年度非常勤講師について 

  資料１のとおり、非常勤講師について前期課程2名、後期課程2名とすることが報告された。 

 

(2) 第１４回研究科カリキュラム入試検討部会について 

  ・資料２のとおり、３ポリシー、大学院学則についての見直しを行っていること、また、実践者養成コースの開設

にあたり、科目の追加も行っているため、確認をお願いしたい。 

   なお、3ポリシー、大学院学則については、１月の研究科会議に最終案を提出する予定。 

   今後は、入試方法、実習概要等の検討も行っていく予定である。 

  ・実践者養成コースの非常勤講師については、１月の研究科会議後に依頼文を送付する。 

 （意見：実践者養成コースAP案について） 

  ・「人間的な関心と～」とはどういうことか。 

  ・「人びとが望む地域社会の実現～」とあるが、地域社会は住民のレベルに大きく依存するため、この表現だけと低

いレベルの実現にもなりかねないこと、また保健の世界では本来のめざす地域社会があるため、それを実現でき

る地域住民を育む保健師（人材）の育成とした方がよいのではないか。 

  →カリキュラム入試検討部会において意見を参考に検討していく。 

 

 (3) 計画発表会について 

  以下のとおり実施することが報告された。 

12月23日（水）18時～19時30分 小会議室３ 前期課程1年2名 

 12月24日（木）18時～19時30分 小会議室３ 前期課程1年2名 

 

(4) 各領域での研究に関しての自己点検評価と若手教員の研究支援についての報告の提出 

について 

   研究推進委員会において、各領域の国内外での学会発表や、学術誌等への投稿実績を自己点検評価し、課題や対応

策の報告、及び若手教員への研究支援について、本年度の実施内容と評価及び来年度の課題についての報告を依頼し

た。  

 

(5)  その他 

  研究集談会はオンラインにて実施。講師は佐藤特任教授。 

 

 

                            

３ 次回開催 

１月１８日（月）１８：００～ 大会議室  
 
以上をもって、令和２年度第９回研究科会議を終了した。 

  



令和 2年度 第 10回 研究科会議議事録 

 

・日  時：令和3年1月18日（月）午後6時00分から午後8時15分 

・場  所：本館2階大会議室 

・出席者：平野学長、栗原学部長、田中研究科長、小野学生部長、山岸附属図書館長、        長鶴看護・研修

センター長、久野専攻主任、徳永事務局長、久野総務課長 

串間、川北、大館、島内、菅野、佐藤、中尾、重久、中村、川原、松本、 

津田、川村、矢野、濱嵜  [事務局：川野、平田]  計26名 

          

１ 議題 

(1)  令和3年度入試実施・監督要領（二次募集）（案）について 

   資料１のとおり、承認された。 

     

(2)  令和3年度学年暦（案）について 

  資料２のとおり、承認された。 

 

(3)  令和4年度入学者選抜試験の日程（案）について 

     資料３のとおり、承認された。 

 

(4)  長期履修学生（後期課程）の承認について 

   後期課程2名の長期履修申請について、承認された。 

 

(5)  令和3年度研究指導教員・研究補助指導教員について 

   資料５のとおり、承認された。 

 

(6)  修了予定者の主査・副査について 

   論文審査にかかる審査委員について、資料６のとおり決定した。 

 

(7)  大学院実践者養成コースについて 

 ①３ポリシー 

  資料７①のCP、DP案は承認された。 

実践者養成コースの AP案については、以下のとおり意見があったため、再度検討し、次回提案することになった。 

・案「人びとが望む地域社会の実現～」の表現について、「目指す保健師像」に「人びとが望む地域社会の実現～」

という表現をしているため、APも同じ表現としている。 

→「人々が望む」と言うとそこに住む人々によって地域社会の在り方も変わってくる。「保健」ということからみる

と、望まれる健康や生活のために、望まれる地域社会の在り方がある。それを達成するような地域住民を育てて

いくことが、保健師の役割ではないか。 

      

②カリキュラム（非常勤講師） 

  資料７②のとおり実践者養成コースの非常勤講師について承認された。 

   

 

③大学院学則 

 資料７③のとおり、大学院学則の改正案について承認された。 

  

④学位記名称   

 〇研究科長から、今までの経緯について説明があった。 

学位記名称について、令和元年11月第5回検討部会において3Pの検討の際に、修士（公衆衛生看護学）が提案さ

れ、その後、令和2年6月に本学教員への説明会を実施し、意見を聞いた。7月第12回検討部会、13回検討部会で

検討したが、意見の一致がされなかったため、研究科長として、第９回の研究科教務入試員会で委員に意見を問う

たが、決定には至らなかったため、次回の委員会で案をだすことの了解を得た。第 10 回研究科教務入試委員会に

て、案を提出した。結果は別添議事録 3ページのとおり。委員全ての意見の一致には至らなかったが、委員9名中



8名が異議無しという結果だったため、研究科会議で資料7④の案「修士（看護学）」の提出に至った。 

 

 〇学長から、別添「大学院実践者養成コース保健師分野の学位の名称について」により「修士（公衆衛生看護学）」の

案について説明があった。 

 

 〈意見〉 

 ・山岸教授）APの「保健師のリーダーとして、社会貢献する意欲のある人」から、実践者養成コースは、修士課程で

あるが看護学の中で公衆衛生看護学を専門とする素地を作っていくコースであるため、修士（看護学）とするべき

ではないか。自ら何者として立つのかと考えた時にも、看護学をこれから発展させていくためにも、修士（看護学）

とすべき。公衆衛生看護学のみ特化させることに矛盾を感じる。 

 →学長）看護の教育の中で、学部の 4年間では、地域診断・開発等十分に学ぶことができないため、大学院で学んで

いくことが必要と考える。そこでの公衆衛生看護学の学びにより、公衆衛生看護学を学んだという自信となるため

修士（公衆衛生看護学）としたい。 

 ・久野教授）今まで、検討部会、研究科教務入試委員会、本会議に議題としてあがってきているが、その中で、学長

が「当事者の意見を吸い上げるべきである」と意見があったため、松本先生、中村先生の意見を伺いたい。また、

公衆衛生看護学の歴史については納得しているが、研究コースの応用看護学分野の地域・精神看護学領域、公衆衛

生看護学領域は、修士（看護学）となることついて、外部への説明の難しさを感じる。どのような説明をするのか。 

 →中村准教授）資料7④の内容について理解できた。その一方で、過去の変遷からみて、公衆衛生看護学を成り立たせ

るために、修士（公衆衛生看護学）を与えるのがいいのではないかと考える。 

 →松本准教授）１年以上領域内でも考えてきた。DP「6公衆衛生看護固有の専門性を追究する基礎的研究能力」にある

ように固有の専門性があると日々感じている。また、実践研究 8単位であること、免許を取得するコースであるこ

と、公衆衛生看護学という学問はこれから確立されていくことが期待されている。実践力の高い保健師を輩出して

いくものを表していくものとして、修士（公衆衛生看護学）としたい。 

 ・小野教授）看護という大きな概念の中で、公衆衛生看護学はその中の一つの分野であるため修士（看護学）とすべ

きである。学位記を並列にすると、看護学と公衆衛生看護学は別物と受けとられてしまう。また、共通科目は、研

究コースも同じ科目となることから、公衆衛生看護学に特化しているというよりも看護という基盤を広めたうえで

保健師免許をとれるようにカリキュラムが作られている。違う学位を出す意味が理解できない。また、研究コース

の公衆衛生看護学分野との違いも不明である。      

 →学長）研究をしたい保健師は、研究コースに入るため、研究コースの公衆衛生看護学は残す。 

 ・大館教授）平成26年の文書を基盤に作成されているが、修士（公衆衛生看護学）としている大学の数は。 

→１大学（長崎県立大学） 

・佐藤教授）公衆衛生看護学が論または学として成立しているのであれば、固有の領域として 

社会が認めていることを表しているのではないか。社会的認知からも修士（公衆衛生看護学） 

としてよいのではないかと思う。 

・重久先生）研究科教務入試委員会でもずっと協議してきたが、看護に重きを置いているとい 

う考えのもと修士（看護学）という考えで変わらない。 

 ・濱嵜先生）前の大学で、修士課程で助産教育を行っていた。臨床を経験してきた学生と学部から直接免許を取得する

ために入ってくる学生と、同じ学位記であることにジレンマを感じていた。そのため学位記名称を区別してもよいと

思う。 

 ・栗原先生）助産師・保健師とも教育制度の変遷はあるが、本学の特質として前期課程、後期課程があり、看護学の発

展という目的を持っている。また実践研究８単位があり、看護学の発展へ研究的に追究する意志も感じられるカリキ

ュラム構成になっているため、修士（看護学）、博士（看護学）とあるべき。 

〇研究科長）文科省への申請書類について、提出期限もあるため、本会議にて決定したいと考えている。 

→学長）多数決は反対である。 

・中尾教授）「公衆衛生看護学」の名称でよいかは分からないが、名称を分けることは賛成であ 

る。「数理学」の学位を持っているが、その名称で自分が何者かを伝えることができたので、 

「数理学」の名称でよかったと思っている。どんな能力を持っているか伝わること、国家資格も保健師・助産師・看

護師と分かれているため、修士（公衆衛生看護学）でよいと思う。  

・川北教授）看護系以外の大学では、「修士」（専門分野）の称号となっているところもある。  

・川村准教授）今日の説明で、公衆衛生看護学についても理解できたが、本学の教育にかかる 

歴史から見ると、小野先生の意見と同じ「修士（看護学）」考えである。 

・川原准教授）自分自身も保健師であり、公衆衛生の専門性ということは大事であること、また一つの分野だと思って

いる。しかしその土台として看護学がある。看護は一つとして発展していくべきであるため、「修士（看護学）」と



すべきだと思う。 

・津田准教授）看護学の土台の中に専門性（領域）がある。それを一つだけ特化させることに歪さを感じる。学位は求

める人たちの希望するものではなく、学問体系の中に位置づく専門性であると考えたときに「修士（看護学）」とい

う考えに揺らぎはない。１年以上協議してきたが意見がまとまらないということであれば、多数決で決めていいと

思う。 

・串間教授）多様性の時代の中で「公衆衛生看護学」という意見を認めてもいいのではないかと思う。平成26年度の学

術会議においてもだめとは記されていない。２つコースがあるため区別する意味で分けていいのではないかと思う。

また、過去に「理学修士（公衆衛生学）」があった。「看護学修士（公衆衛生看護学）」もいいのではないかと考える。 

・矢野准教授）今の時点でどちらかの意見を述べることは難しい。「公衆衛生看護学」とすることで専門性を高めた教育

をしていく、発展性を求めることを示せる。また、自分が何者かを明確に示すことができる。自分の自覚という点

においても「修士（公衆衛生看護学）」とすることも一つだと思う。しかし、学問体系の中での学位としたときに、

どのレベルの学問体系でとりあげていくのかにより考えると「修士（看護学）」となる思いもある。 

・長鶴教授）看護学と公衆衛生看護学は並列ではなく、看護学の中に公衆衛生看護学があるということから「修士（看

護学）」という考えである。大学院学則の第28条改正案のとおり「修士」のみとしてもよいのではないか。 

・島内教授）看護学としては領域が広い。その中で専門性を明確にするということも必要かと思う。    

・菅野教授）担当する教員が「公衆衛生看護学」としたいという意見、また、資格が取れるということで専門性が高

いということから分けてもよいかと思うが、明確にどちらがいいとは言えない。 

 ・事務局長）法律が何を要請しているかというのがあるが、本学は「看護学専攻」である。 

  称号はとらわれる必要がないのかもしれないが、大きなくくりは看護学、細分化すると公衆衛生看護学となる。 

・総務課長）色々な意見を踏まえ、「修士（看護学（公衆衛生看護学））」としてはどうか。 

 ・佐藤教授）看護は土台でお母さんとなると、子供の独立を認めるか認めないかということになるかと思う。実践者

養成コースの称号が英語表記できるのであれば、世界で通用するという面においても「公衆衛生看護学」でよいの

ではないか。 

  社会的に貢献できるのはどちらかという視点で決めてはどうか。 

 ・小野教授）今、実践者養成コースは、保健師養成分野のみだが、今後「実践者養成コース」に専門看護師のコース

や感染看護のコースができるかもしれない。その度に称号について協議していくのか。専攻課程が「看護学専攻」

であるため、「修士（看護学）」で問題はないと考える。 

→学長）看護は一つという考えがあるが、地域における看護・公衆衛生のイメージが20年前と異なっている。平成の

時代に入ってから看護学の中も災害看護や看護管理など多岐にわたってきた。看護の中に何があるかを積極的に示

してもいいのではないかと考える。看護がどんな広がりをしているかを示すべきではないか。 

 ・大館教授）「修士（公衆衛生看護学）」の称号が増えていないのはなぜか。広く通用する学位の称号がいいのではな

いかと思う。 

 →学長）長崎県立大学も平成28年にできたばかりであり、今後増えていくと思う。 

・学長）学長一任としてほしい。それぞれメリット・デメリットはある。より看護の多様性を示して発展しやすくす

るか、看護は一つとするか。しかし看護とひとくくりにした場合、その内容について外部にどのように示すのか。 

・山岸教授）看護そのもので示すべきである。 

  ・研究科長）学長一任でよいか。 

   重久教授）研究科・教務入試委員会で研究科長一任すると決定したことを、学長が意見をだすということでこの場

が設けられている。看護学の意見が多いように思うが、数を確認するために多数決をするべきではないか。多数決

を踏まえたうえでも、学長一任とするということであれば、今までの重ねてきた協議は何だったのかということに

なる。 

  ・研究科長）多数決を取り、その結果をもとに学長に決めていただくということでよいか。         

  ・栗原教授）研究科会議の場で意志決定をすべき。 

 

    【結果】 挙手あり：修士（看護学）    9名 

         挙手あり：修士（公衆衛生看護学）6名  

             挙手なし                    8名 

                       合計          23名 

 

  〇研究科長）この結果を受けて学長が学位記名称について、決めることになる。 

  

 〇共通科目名「社会保障制度論特論」→「社会保障制度特論」に修正  

  



 (8)  その他 

   論文発表会について2月14日（日）に実施する。方法等は研究科・教務入試委員会で検討する。その内容はメー

ルで報告する。 

 

 

２ 報告 

(1)  令和2年度業務実績及び令和3年度計画について 

   研究科長から資料８のとおり実績及び計画について報告があった。 

   

(2)  大学院授業評価について 

資料９のとおり報告があった。今後、内容及び活用方法について今後検討していく。 

 

(3)  その他 

   なし 

                            

３ 次回開催 

２月１５日（月）１８時から 大会議室（論文審査・合否判定）  

 
以上をもって、令和２年度第10回研究科会議を終了した。 

 

  



令和 2年度 第 11回 研究科会議議事録 

 

・日  時：令和3年2月15日 午後6時00分から午後7時25分 

・場  所：本館2階大会議室 

・出席者：平野学長、栗原学部長、田中研究科長、小野学生部長、山岸附属図書館長、        長鶴看護・研修

センター長、久野専攻主任、徳永事務局長、久野総務課長 

串間、川北、大館、島内、菅野、中尾、重久、佐藤、中村、川原、松本、 

津田（欠席）、川村（途中退席）、矢野、濱嵜  [事務局：川野、平田]  計25名 

          

１ 議題 

（1）令和3年度大学院博士前期課程入学者選抜試験（二次募集）合否判定について 

   研究科長から、令和3年度大学院博士前期課程入学者選抜試験（二次募集）合否判定につ 
いて、資料１（合否判定基準及び成績表：議事後回収）により説明があり、慎重に審議した結 
果、受験者1名を合格とすることで承認された。（会議後、研究科長から理事長へ報告済） 

 
（2）学位論文修了判定について 

修士論文修了判定（2件）、博士論文修了判定（１件）について、学位論文審査及び最終試験の結果報告書（資料2）
により、審査委員である主査から審査要旨の説明及び副査から報告があった。修士論文1件に対しては修正が必要とな

ったが、指導教員が修正後の論文を確認するということで、２件とも合格が決定した。 
博士論文修了判定（1件）については、主査、副査から博士論文としての完成には時間を要すると判断し、不合格と

の報告があった。予備審査は合格しているので、単位は取得できている。在学期間も満了のため、「学位審査に関する

内規」により、退学後３年以内に指導教員の承認を得て、学位論文審査申請書の提出が可能となることを確認した。（会

議後、研究科長から理事長へ報告済） 
 

(3) 科目等履修生入学申請について 

資料３により、令和３年度科目等履修生の申請（１名）があり、入学の許可について承認された。※履修科目（博

士後期課程 応用看護学分野 公衆衛生看護学特講（平野教授）） 

  （会議後、研究科長から理事長へ報告済み） 

 

（4）「論文博士の学位に関する取扱いについて（申し合わせ）」の改正について 

資料４のとおり、以下２点について承認された。 

①現在「３ 論文博士の学位を～次に掲げる書類を、所定の期日までに～」 

        ↓ 

改正「３ 論文博士の学位を～次に掲げる書類を、１０月末日までに～」 

   ②様式第７号「学位（博士）論文要旨」について 

    現在「キーワードを5つ書くこと。」 

         ↓ 

 改正「キーワードを5つ以内書くこと。」 

※「学位審査に関する細則」様式第８号「学位（修士・博士）論文要旨」についても同様とする。 

(5) 保健師課程の大学院実践者養成コースへの移行について 

〇松本先生から、資料４により学部保健師課程から大学院へ移行する理由等について説明があった。また、実践者

養成コースのAPについて、前回意見があった内容について、見直し修正した内容について説明があった。 

 

〇佐藤先生から、APについて「人々の尊厳が保たれ、人々が望む～」の読点について、読点が無い方が「かつ」の

意味となりよいのではないかとの意見があり、「人々の尊厳が保たれ人々が望む～」に修正することとした。 

 

〇学長から、保健師免許既取得者の実践者養成コースへの入学については取り消すこととした。そのため、カリキ

ュラムの履修方法について、既取得者の内容を削除し、「入学者選抜の概要（実践者養成コース）」についても、

「特別選抜」を削除し、「一般選抜」のみとしたことの説明があった。 

 



〇学長から、当日配付資料「第10回研究科会議議事録」により、学位記名称は、学長一 

任において決定することの確認があった。 

実践者養成コースの学位記名称は「修士（公衆衛生看護学）」とする。   

理由については、資料「ナイチンゲール看護論を基盤とした看護」のとおり。 

 ・看護は、患者対看護者の基本形から時代とともにさらに広がってきている。より基盤 

の整備や環境等を強化していく看護の在り方、公衆衛生の実現に対して看護の立場で 

関わるものの学問体系は、公衆衛生看護学として再確立したのが平成23年でありこれ 

からのものである。実践者養成コースにおいて、保健師を育成しながら公衆衛生看護学 

をより探求し、公衆衛生看護学としての在り方も説いていきたい。本学がこの多様性を 

包含した時代に向かおうとしている時に、看護学と公衆衛生看護学を併存することが 

本学の発展につながっていくものと考えている。 

 ・山岸先生より、資料の内容について修正が求められた。 

看護の対象：病気である人→すべての人、掲載している【図５】看護の原基形態（看護過程）の捉え方、被看

護者と看護者間の相互作用について、ナイチンゲール看護論では、この関係性そのものを評価し論じているも

のは多くないという記載など。 

また、概念図について公衆衛生看護学が修士の看護学の円錐から出ているが、修士の看護学の円錐内に含まれ

る図ではないかという意見が出された。 

 ・小野先生より、【提言】の部分の説明に、公衆衛生看護学は少なくとも・・・看護学である。公衆衛生看護学

をナイチンゲール看護論を基盤とした看護学と分け併存させることで・・・との記載に関して、本学の看護学

と分け併存させるのであるならば、研究コースに応用看護学分野公衆衛生看護学があるが、どう整理するのか。

矛盾しているという意見が出された。→再度検討。 

   

(6)  その他 

  なし 

 

 

 

 

２ 報告 

(1) 令和3年度大学院ガイダンスについて 

  資料６により令和 3年度大学院ガイダンスの実施について報告があった。コロナの状況により変更となる場合があ

る。 

  

(2)  研究推進委員会から 

若手奨励研究について２件応募があり審査中である。大学院生の研究費の支援について、これまでも検討を継続し

ているが、今年度は費用の捻出ができないため、若手奨励研究に院生も申請できるようにすることとした。令和４年

度に新任の教員に向け募集する際に院生に向けても募集することとする。 

 

(3)  その他 

   なし 

 

 

３ 次回開催 

３月８日（月）教授会終了後 大会議室  

以上をもって、令和2年度第11回研究科会議を終了した。 

 


